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議案第２３号 

 

おいらせ町史跡等公園条例の制定について 

 

 おいらせ町史跡等公園条例を別紙のとおり定める。 
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提案理由 

 一里塚公園及び巨樹の里の管理に関し、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２の規定により必要な事項を定めるため提案す

るものである。 
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おいらせ町史跡等公園条例 

（設置） 

第１条 史跡等（文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）及び青森

県文化財保護条例（昭和５０年青森県条例第４６号）の規定に基づい

て指定された文化財並びにおいらせ町文化財保護条例（平成１８年お

いらせ町条例第９８号）の規定に基づいて指定された町文化財をい

う。）の保存及び活用を図るとともに、郷土の歴史、文化及び自然に

親しむ場を提供することにより、おいらせ町の教育、文化、学術の発

展に寄与するため、おいらせ町史跡等公園（以下「史跡等公園」とい

う。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 史跡等公園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（行為の制限） 

第３条 史跡等公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、お

いらせ町教育委員会（以下「教育委員会」という。）の許可を受けな

ければならない。 

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。 

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。 

(3) 興業を行うこと。 

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために史

跡等公園の全部又は一部を独占して利用すること。 

２ 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が公衆の史跡等公園の利用に

支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることがで

きる。 

３ 教育委員会は、第１項の許可を与える場合において、管理上必要な

名称 位置 

一里塚公園 おいらせ町浜道８９番地６６ 

巨樹の里 おいらせ町東下谷地８番地 
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条件を付すことができる。 

（行為の禁止） 

第４条 史跡等公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 史跡等公園及びその施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。 

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

(3) 土地の形質を変更すること。 

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。 

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。 

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めて置く

こと。 

(8) みだりに火気を使うこと。 

(9) 史跡等公園をその用途外に利用すること。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が史跡等公園の管理上

特に必要があると認めて禁止すること。 

（原状回復の義務） 

第５条 利用者は史跡等公園の利用が終わったとき、又は利用の許可を

取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。 

２ 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が当該利用者

に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。 

（損害賠償の義務） 

第６条 故意又は過失により史跡等公園の施設、設備、備品等をき損し、

又は滅失した者は、教育委員会の指示に従ってこれを原状に回復し、

又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別

な理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することがで

きる。 

（管理運営） 

第７条 史跡等公園は、教育委員会が管理する。ただし、効率的に運営
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するため、管理運営に関する業務の全部又は一部をおいらせ町公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１８年おいらせ

町条例第１６８号）により指定された指定管理者にこれを代行させる

ことができる。 

（指定管理者の業務） 

第８条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

(1) 史跡等公園の使用許可に関する業務 

(2) 史跡等公園の施設、設備等の維持管理に関する業務 

(3) その他教育委員会が必要と認める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第９条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく教育委員会規則その

他教育委員会が定めるところに従い、史跡等公園の管理を行わなけれ

ばならない。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定め

る。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


